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１ 法人の長によるメッセージ

岐阜県立下呂温泉病院は飛騨南部地域の中核病院として、「生活の場の医療」

の提供を基本理念として、この地でしか医療が受けられない人や、生活してい

る場所でしか受けられない医療を追求することとして、地域住民及び県民から

信頼され、必要とされる病院づくりを目指しております。

当院の前身は国立名古屋病院下呂分院でありますが、昭和 28 年（1953 年）に

岐阜県に移譲され、県立病院として開設されました。その後、増改築と増床を

繰り返して急性期医療を担う一般病院として発展し、新しい医療への対応や入

院患者さんへの快適な医療体制を提供するため、平成 26 年 5 月に新病院を移転

新築いたしました。新病院は差額ベッド料なしの「全室個室化」とし、プライ

バシーの保護や新型コロナ等の感染症に有効に活用されています。

また、診療、処置、検査等の外来部門は全てが１階に集約されており、診療

科や機能別に４つのブロックで対応しています。

大規模地震災害時においても診療機能を維持、確保するため、地下免震構造

を導入しています。屋上にはヘリポートも整備し、救急受入時間の短縮、ドク

ターヘリによる高度急性期病院への転院搬送もスピーディに行っております。

医療を取り巻く環境は大変厳しくなり、地方では国の基準に合う人材の確保

や患者の集約が困難で、医療の効率化が図りにくい状態です。医師の偏在（地

方ではそれ以前の医師不足）の改善、高次病院との連携役割分担の強化、かか

りつけ医と連携したかかりつけ病院としての地域密着医療の推進等、数多くの

諸課題に対して、職員一丸となって取り組んで、地域医療の担い手として、そ

の責務を果たしていく覚悟です。

今後とも地域の皆さん、県民の皆さんの医療ニーズに応えるために、努力し

てまいります。

２ 法人の目的及び業務内容

（１）目的

当法人の目的は、地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院定款第１条に

定められており、その内容は次のとおりです。

地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院は、地方独立行政法人法（平成

15 年法律第 118 号）に基づき、岐阜県が設立する他の地方独立行政法人

と緊密に協力し合う関係を築くとともに、近隣の医療機関等と適切な役割

分担・連携を図り、医療の提供、医療に関する調査及び研究並びに教育及

び研修その他の業務を行うことにより、飛騨地域をはじめとする岐阜県に
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おける医療水準の向上を図り、もって県民の健康の確保及び増進に寄与す

ることを目的としています。

（２）業務内容

当法人の業務内容は、地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院定款第

１７条に定められており、その内容は次のとおりです。

ア 医療を提供すること。

イ 医療に関する調査及び研究を行うこと。

ウ 医療に関する教育及び研修を行うこと。

エ 医療に関する地域への支援を行うこと。

オ 災害時における医療救護を行うこと。

カ 上記アからオまでに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

３ 県の政策における法人の位置付け及び役割

（１）現状及び目標

県民の誰もがニーズに見合った医療・介護サービスを受けることができ

る体制の整備は、安心して地域で暮らし、社会・経済活動を営む上での基

盤となるものです。

しかし、急速に少子高齢化が進行し、2025 年にはいわゆる団塊の世代が

全て 75 歳以上の後期高齢者となることから、医療・介護需要のさらなる増

加が見込まれる一方、高齢者を支える世代となる 15～64 歳の生産年齢人

口は減少を続けるため、県民が将来にわたって持続的に適切な医療・介護

を受けられるようにするためには、限りある地域の資源を効率的かつ効果

的に活用していく必要があります。（※岐阜県地域医療構想 「１地域医

療構想の目的」から）

（２）当院の役割

当院は、飛騨南部地域の中核病院として、「生活の場の医療」の提供を

基本理念として、この地でしか医療が受けられない人や、生活している場

所でしか受けられない医療を追求しています。

また、当地域における「へき地中核病院」「へき地医療拠点病院」「救

急告示病院」「病院群輪番制病院」「臨床研修指定病院」の役割・機能を

担っています。
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４ 中期目標の概要

（１）概要（第３期中期目標（令和２年度～令和６年度））

地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院は、平成 22 年度の設立以降、県

民が身近な地域でいつでも安心して良質な医療を享受できるように、飛騨

圏域南部の基幹病院として地域の医療水準の向上及び住民の健康増進に取

り組んできました。

平成 27 年度から令和元年度までの第２期中期目標期間においては、より

質の高い医療サービスを提供するため、医師等医療従事者の確保の取組み、

多様な契約手法の導入等、地方独立行政法人制度の特徴を生かした病院経

営に努めたものの、経常収支比率 100％の達成は厳しい見通しとなりました。

一方、医療を取り巻く環境は、少子高齢化が進行し、2025 年には全ての

団塊世代が 75 歳以上となることから、将来あるべき医療提供体制や地域包

括ケアシステムの構築を通じて、地域における医療や介護を確保するため、

県では、地域医療構想を策定し、医療機能の分化や地域の医療機関の連携

を推進しています。

このため、第３期中期目標期間においては、これらの医療制度や社会経

済情勢の変化に迅速に対応するとともに、第２期中期目標期間の経営面・

運営面における実績等を踏まえ、さらなる自主性・効率性・透明性の高い

病院運営に努め、飛騨圏域南部の中核病院として、政策医療を担う等重要

な役割を果たすとともに、地域医療構想を踏まえた医療の提供や地域の医

療機関との連携により、地域全体の医療水準の向上を図り、もって県民の

健康の確保及び増進に寄与していくことを強く求めるものです。

詳細については、第３期中期目標をご覧ください。

（２）一定の事業等のまとまりごとの目標

中期目標における一定の事業等のまとまりは次のとおりです。

一定の事業のまとまり

１ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事

項

１－１ 診療事業

（１）より質の高い医療の提供

（２）患者・住民サービスの向上

（３）診療体制の充実

（４）近隣の医療機関等との役割分担及び連携

（５）重点的に取り組む医療
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１－２ 調査研究事業

（１）調査研究及び臨床研究棟の推進

（２）診療情報等の活用

１－３ 教育研修事業

（１）医師の卒後臨床研修等の充実

（２）医師・看護師・コメディカルを目指す学生、救急救命士等に

対する教育の実施

１－４ 地域支援事業

（１）地域医療への支援

（２）社会的な要請への協力

（３）保健医療情報の提供・発信

１－５ 災害等発生時における医療救護

（１）医療救護活動の拠点機能の充実

（２）被災時における病院機能維持のための準備体制の充実

（３）新型インフルエンザ等発生時における役割の発揮

２ 業務運営の改善及び効率化に関する事項

２－１ 効率的な業務運営体制の確立

（１）組織体制の充実

（２）診療体制及び人員配置の弾力的運用

（３）人事評価システムの早期構築及び運用

（４）事務部門の専門性の向上

（５）コンプライアンス（法令等の遵守）の徹底

（６）適切な情報管理

２－２ 業務運営の見直しや効率化による収支の改善

（１）多様な契約手法の導入

（２）収入の確保

（３）費用の削減

３ 財務内容の改善に関する事項

３－１ 経営収支比率等

３－２ 職員給与費対医業収益比率

４ その他業務運営に関する重要事項

４－１ 職員の勤務環境の向上

４－２ 岐阜県及び他の地方独立行政法人との連携

４－３ 施設・医療機器の整備

４－４ 内部統制の充実強化

４－５ 法人が負担する債務の償還に関する事項
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５ 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略

「地域の中核病院、へき地医療の拠点病院として“生活の場の医療”を県立

病院の立場から創設し、地域住民及び県民から信頼され、必要とされる病院づ

くりを目指します。」という理念のもと、具体的には次のとおり行動します。

・病める人の権利を擁護し適正な医療を行います。

・より質の高い医療の提供に努めます。

・患者・住民サービスの向上に努めます。

・へき地医療の拠点病院として地域医療の充実を図ります。

・地域の医療機関との連携・協力体制の充実を図ります。

・健全な経営に努めます。

６ 中期計画及び年度計画の概要

中期目標を達成するための中期計画と当該計画に基づく年度計画を作成して

います。詳細については、第３期中期計画（20200326tyukikeikaku.pdf (gero-

hp.jp)）及び令和４年度年度計画をご覧ください。

第３期中期計画と主な指標等 令和４年度年度計画と主な指標等

１ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す

るための取組

１－１ 診療事業

（１）より質の高い医療の提供

・医療機器の計画的な更新・整備

・医師、看護師、薬剤師等の医療従事者の確保

・大学等関係機関との連携や教育研修の充実によ

る優れた医師の養成

・特定行為看護師、認定看護師等の資格取得の促

進

・コメディカルに対する専門研修の実施

・専門性を発揮したチーム医療の推進

・ＩＣＴ（情報通信技術）やＡＩ（人工知能）等

の活用

・入退院支援の充実

・医療事故防止等医療安全対策の充実

・院内感染防止対策の充実

同左

同左
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（２）患者・住民サービスの向上

・待ち時間の改善等

・院内環境の快適性の向上

・医療に関する相談体制の充実

・患者中心の医療の提供及び患者満足度の向上

・インフォームド・コンセントの徹底及びセカン

ドオピニオンの推進

・病院運営に関する情報発信及び意見の反映

同左

（３）診療体制の充実

・患者動向や医療需要の変化に即した診療体制の

整備・充実

・多様な専門職の積極的な活用

同左

（４）近隣の医療機関等との役割分担及び連携

・近隣の医療機関との役割分担の明確化と連携強

化による紹介率・逆紹介率の維持・向上

・地域連携クリニカルパスの整備普及

・疾病予防の推進

・地域の介護･福祉機関との連携強化による地域

包括ケアシステムへの貢献

同左

（５）重点的に取り組む医療

・へき地医療の拠点的機能の充実

・リハビリテーションの推進

・「生活の場の医療」の提供等による地域包括ケ

アシステムの推進

・地域性を踏まえた予防医療の推進

・新型コロナウイルス感染症対策の充実

同左

１－２ 調査研究事業

・調査及び臨床研究等の推進

・診療情報等の活用

同左

１－３ 教育研修事

・医師の卒後臨床研修等の充実

・医師・看護師・コメディカルを目指す学生、

救急救命士等に対する教育の実施

同左

１－４ 地域支援事業

・地域医療への支援

・社会的な要請への協力

・保健医療情報の提供・発信

同左

１－５ 災害等発生時における医療救護
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・医療救護活動の拠点機能の充実

・被災時における病院機能維持のための準備体制

の充実

・新型インフルエンザ等発生時における役割の発

揮

同左

２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための取組

（１）効率的な業務運営体制の確立

・組織体制の充実

・診療体制及び人員配置の弾力的運用

・人事評価システムの早期構築及び運用

・事務部門の専門性の向上

・コンプライアンス（法令等の遵守）の徹底

・適切な情報管理

同左

（２）業務運営の見直しや効率化による収支の改善

・多様な契約手法の導入

・収入の確保

・費用の削減

同左

３ 予算（人件費の見積含む。）、収支計画及び資金計画

（１）予算、収支計画及び資金計画

・中期目標期間の最終年度までに経常収支比率

１００％以上、医業収支比率１００％以上及び

職員給与費対医業収益比率７５％以下を達成

同左

４ 短期借入金の限度額

・限度額 ５億円 同左

５ 出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産

がある場合には、当該財産の処分に関する計画

なし 同左

６ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

なし 同左

７ 剰余金の使途

・決算において剰余金が発生した場合は、病院

施設の整備、医療機器の購入等に充てる

同左

８ 料金に関する事項

・使用料の額

・手数料の名称、額 等

－

９ その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項

（１）職員の勤務環境の向上

・育児・介護との両立支援や離職防止・復職支援

同左
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体制の充実

・働き方改革の実現に向けた取組

・職員のモチベーション向上に資する取組

・安全衛生管理

（２）岐阜県及び他の地方独立行政法人との連携 同左

（３）施設・医療機器の整備

・施設の計画的な整備

・医療機器の計画的な更新・整備

同左

（４）内部統制の充実強化

・内部統制の充実強化

・災害等危機管理事案発生時における理事長の統

制環境の充実強化

同左

（５）法人が負担する債務の償還に関する事項 同左

７ 持続的に適正なサービスを提供するための源泉

（１）ガバナンスの状況

岐阜県立下呂温泉病院では、中期目標等に基づき法令等を遵守しつつ業

務を行い、地方独立行政法人法第１条の目的を有効かつ効率的に果たすた

め、内部統制に係る基本方針を制定に向けて検討を進めました（令和５年

４月１日制定）。

また、役員（監事を除く。）における職務の執行が、地方独立行政法人

法又は他の法令に適合することを確保するための体制及びその他業務の適

正を確保するための体制を内部統制基本方針制定時に体系化するとして、

その整備に関する事項を業務方法書に定めています。

詳細については、業務方法書（https://www.gero-hp.jp/corporation/pd

f/corporation/R02_gyoumu.pdf）をご覧ください。

（２）役員等の状況（令和４年４月１日現在）

役員名 区分 氏 名 任 期 担当 経歴等

理 事 長 常 勤 大平 敏樹 R 4.4.1～R8.3.31 院長

副理事長 常 勤 天岡 望 R 4.4.1～R6.3.31 副院長兼外科部長

理 事 常 勤 金子 貢代 R 4.4.1～R6.3.31 副院長兼看護部長

理 事 常 勤 長屋 秀樹 R 4.4.1～R6.3.31 事務局長

理 事 非常勤 大塚 正議 R 4.4.1～R6.3.31 大塚耳鼻咽喉科医院院長

監 事 非常勤 堀 雅博 H30.4.1～ （※） 弁護士

監 事 非常勤 井上 学 H30.4.1～ （※） 公認会計士
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※理事長の任期の末日を含む事業年度についての財務諸表承認日

（３）職員の状況（４月１日現在）

（単位：人）

※医師には、歯科医師を含みます。

※看護師には、准看護師、保健師、助産師、看護助手を含みます。

令和 4 年 4 月 1 日現在における常勤職員の平均年齢は 38.5 歳で、岐阜県から

事務職員（5 人）が派遣されています。

（４）重要な施設等の整備等の状況

ア 当該事業年度中に建替整備が完了した主要施設等

特になし

イ 当該事業年度において建替整備中の主要施設等

特になし

ウ 当該事業年度において処分した主要施設等

特になし

（５）資本金の額及び出資者ごとの出資額

ア 資本金の額及び出資者ごとの出資額

（単位：円）

イ 目的積立金の申請状況、取崩内容等

特になし

職種
常 勤 非常勤 合 計

R3 R4 増減 R3 R4 増減 R3 R4 増減

医師 26 22 ▲4 4 5 1 30 27 ▲3

看護師 185 182 ▲3 61 58 ▲3 246 240 ▲6

コメディカル 72 67 ▲5 6 8 2 78 75 ▲3

事務ほか 24 26 2 38 40 2 62 66 4

計 307 297 ▲10 109 111 2 416 408 ▲8

区 分 期首残高 期末残高 増 減

岐阜県出資金 2,488,178,717 2,488,178,717 0
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（６）純資産の状況

（単位：千円）

区分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

出資金 2,488,179 0 0 2,488,179

資本剰余金 5,467,608 174,180 0 5,641,788

利益剰余金

（▲繰越欠損金）
▲4,730,100 0 ▲248,825 ▲4,978,925

純資産合計 3,225,687 174,180 ▲248,825 3,151,042

※四捨五入の関係で計が一致しない場合があります。

（７）財源の状況

ア 財源の内訳

（単位：千円）

区分 金額 構成比率（％）

収入

業務収入 2,587,669 56.2％

運営費負担金 1,097,265 23.8％

補助金 887,488 19.3％

長期借入金等 13,500 0.3％

その他収入 18,962 0.4％

計 4,604,884 100.0％

※四捨五入の関係で計が一致しない場合があります。

※キャッシュフロー計算書に基づき記載しています。

イ 自己収入に関する説明

岐阜県立下呂温泉病院における自己収入として、収入全体の約６割を

占める業務収入があり、主に医業収入があります。

また、へき地医療拠点病院や産科等の不採算部門を維持するための運

営費負担金、医療機器購入等に係る補助金及び施設整備等に係る長期借

入金を県（設立団体）から受け入れています。

なお、令和４年度においても、新型コロナウイルス感染症への対応と

して、感染患者の受け入れのための病床確保等の補助金を受け入れてい

ます。

（８）社会及び環境への配慮等の状況
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仕事と育児・介護の両立や障がい者雇用の促進、障がい者就労施設等か

らの物品等の調達の推進に取り組んでいます。

また、可能なものから温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の締

結の推進を図るよう努めています。

さらに、電気料金の高騰による節電対策として、年２回にわたり院内メ

ールにより節電の依頼を行い、節電に寄与しました。

８ 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策

（１）リスク管理の状況

岐阜県立下呂温泉病院では、「内部統制に関する基本方針」及び「内部

統制の推進に関する規程」により、法人運営の障害となるリスクの顕在化

の防止又はリスクが顕在化した場合の損失の最小化を図るリスク管理に取

り組むこととしました。（令和５年４月１日制定）

リスク管理体制として、当院の委員会を基本方針に関係する各リスク等

を管理する部門とし、内部統制推進責任者（事務局長）によって法人のリ

スク管理を統括することとしています。

その他、業務執行部門から独立した内部監査部門による内部監査の実施

及び公益通報制度の活用等内部統制システムの確立を進めることとしてい

ます。

（２）想定される法人内のリスク事象

法人内のリスク事象

区分 リスク事業

医療安全関係

医療事故

院内感染

麻薬・毒薬等の紛失

食中毒

職員による患者等への虐待

個人情報保護関係
サイバー攻撃

個人情報の漏洩・紛失

報酬関係
算定誤り及びカルテ等記載不備

算定漏れ

経営戦略関係
収支の悪化

地域医療構想等への適応遅れ

労働関係 執務環境の悪化
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ハラスメントの発生

人材確保 医師等の人材確保

債権管理 滞留債権

コンプライアンス関係

契約事務の不備等

職員による不正・関係法令等違反

現金管理体制の不備

財務諸表への記載不備

業者による不正等

給与の誤支給

治験・臨床研究に関する不正等

災害関係 大規模災害・火災等による病院の被災

設備・機械保守関係 設備・機器・インフラの整備不良・老朽化等

その他
内部統制の不備

新興感染症の大規模流行

９ 業績の適正な評価に資する情報

（１）住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

飛騨圏域南部の基幹病院として、近隣の医療機関との役割分担・連携の

下、急性期医療、政策医療等の県民が必要とする医療の提供を目指すとと

もに、糖尿病の重症化予防や心臓病その他の循環器病の予防等の取組みを

推進しています。

また、法人が有する人的・物的資源を有効に活用し、病院の特性や専門

性を生かした医療に取り組むことで、県内医療水準の向上に努めるととも

に、病院が提供する全てのサービスについて、患者の利便性の向上に努め

ています。

さらに、先進医療の各分野において、疫学調査、診断技法・治療法の開

発及び臨床応用のための研究を推進し、岐阜県及び飛騨圏域南部の医療の

水準の向上に寄与する観点から、大学等の研究機関や企業との共同研究な

どの促進を目指すとともに、電子カルテシステム等を有効に活用して診療

データの収集・分析を行い、医療の質の向上及び他医療機関への情報提供

の実施を目指しています。

このほか、医療の高度化・多様化に対応できるよう、医師・看護師・メ

ディカルスタッフを目指す学生及び救急救命士に対する教育や臨床研修医

の受入れなど、地域の医療従事者への教育及び研修を実施しつつ、地域の

医療機関との連携・協力体制の充実を図り、高度医療機器の共同利用の促

進、開放病床の利用促進などに努めるとともに、医師不足地域、医師不足
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診療科、へき地診療所等への人的支援等、地域医療の確保に努めています。

（２）業務運営の改善及び効率化に関する事項

自主性・効率性・透明性の高い病院運営を行うための業務運営体制を確

立するとともに、地方独立行政法人制度の特徴を最大限に生かし、業務運

営の改善及び効率化に努めています。

具体的には、組織体制の充実、診療体制及び人員配置の弾力的運用、事

務部門の専門性の向上、コンプライアンス（法令等の遵守）の徹底、適切

な情報管理に取り組んでいます。

また、収支の改善を図るために、人間ドックや健康診断等の積極的な受

入れ等により収入の確保を図るとともに、多様な契約手法の導入、医薬品・

診療材料等の購入方法の見直し、在庫管理の徹底、後発医薬品（ジェネリ

ック医薬品）の採用などにより費用の節減に努めています。

（３）財務内容の改善に関する事項

業務運営の改善及び効率化を効果的に進めることで、中期目標期間の各

年度の損益計算において、減価償却前収支の黒字化を達成し、中期目標期

間の最終年度までに経常収支比率１００％以上の達成を目指すとともに、

医業収支比率及び職員給与費対医業収益比率については、適切な目標を定

めて中期目標期間の最終年度までの達成を目指しています。

（４）その他業務運営に関する重要事項

職員の勤務環境の向上として、働き方改革を実現するために、適正な労

務管理の実施、医療従事者等職員の必要数の確保、柔軟な勤務形態の導入、

育児支援体制の充実など、職員の勤務環境の改善に取り組みます。特に、

医師の業務負担軽減や労働時間短縮のため、医師事務作業補助者の充実を

図るなど、タスク・シフティング（業務の移管）の推進等国の指針に基づ

いた取組みを着実に実施しています。

また、医師の診療応援や人事交流など、岐阜県及び岐阜県の設立した他

の地方独立行政法人との連携を推進しています。

さらに、病棟などの施設整備や医療機器整備については、県民の医療需

要、費用対効果、医療技術の進展などを総合的に勘案して計画的に実施し

ています。

このほか、職員の意見が反映される仕組みの充実を図り、病院で働く全

ての職員が誇りを持って職責が果たせるよう、やりがいの創出に努めこと
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や、内部監査のほかモニタリングの結果を、リスクの評価・対応や法人の

規程に適切に反映させるなど、内部統制の取組みを着実に推進しています。

１０ 業務の成果及び当該業務に要した資源

（１）令和４年度の業務実績とその自己評価

各業務の具体的な取組結果の概要については、次のとおりです。詳細に

つきましては、業務実績報告書をご覧ください。

項目 評定

住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

１－１ 診療事業

１－１－１ より質の高い医療の提供 Ⅲ

１－１－２ 患者・住民サービスの向上 Ⅳ

１－１－３ 診療体制の充実 Ⅲ

１－１－４ 近隣の医療機関等との役割分担及び連携 Ⅲ

１－１－５ 重点的に取り組む医療 Ⅳ

１－２ 調査研究事業

１－２－１ 調査及び臨床研究等の推進 Ⅲ

１－２－２ 診療情報等の活用 Ⅲ

１－３ 教育研修事業

１－３－１ 医師の卒後臨床研修等の充実 Ⅳ

１－３－２ 医師・看護師・コメディカルを目指す学生、救急救命

士に対する教育の実施

Ⅲ

１－４ 地域支援事業

１－４－１ 地域医療への支援 Ⅲ

１－４－２ 社会的な要請への協力 Ⅲ

１－４－３ 保健医療情報の提供・発信 Ⅲ

１－５ 災害等発生時における医療救護

１－５－１ 医療救護活動の拠点機能の充実 Ⅲ

１－５－２ 被災時における病院機能維持のための準備体制の充実 Ⅲ

１－５－３ 新型インフルエンザ等発生時における役割の発揮 Ⅳ

業務運営の改善及び効率化に関する事項

２－１ 効率的な業務運営体制の確立

２－１－１ 組織体制の充実 Ⅲ

２－１－２ 診療体制及び人員配置の弾力的運用 Ⅲ

２－１－３ 人事評価システムの早期構築及び運用 Ⅲ



- 15 -

２－１－４ 事務部門の専門性の向上 Ⅲ

２－１－５ コンプライアンス（法令等の遵守）の徹底 Ⅲ

２－１－６ 適切な情報管理 Ⅳ

２－２ 業務運営の見直しや効率化による収支の改善

２－２－１ 多様な契約手法の導入 Ⅲ

２－２－２ 収入の確保 Ⅲ

２－２－３ 費用の削減 Ⅲ

財務内容の改善に関する事項

３ 予算、収支計画及び資金計画 Ⅲ

４ 短期借入金の限度額

自己評

価対象

外

５ 出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となることが見

込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画

６ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

７ 剰余金の使途

その他業務運営に関する重要事項

８－１ 職員の勤務環境の向上 Ⅲ

８－２ 岐阜県及び他の地方独立行政法人との連携 Ⅲ

８－３ 施設・医療機器の整備 Ⅲ

８－４ 内部統制の充実強化 Ⅳ

８－５ 法人が負担する債務の償還に関する事項 Ⅲ

※評価区分

Ⅰ：年度計画を大幅に下回っている。（計画の実施状況が６０％以下）

Ⅱ：年度計画を下回っている。（計画の実施状況が６０～９０％）

Ⅲ：概ね年度計画どおり実施している。（計画の実施状況が９０～１００％）

Ⅳ：年度計画を上回っている。（計画の実施状況が１００％超）

（２）当中期目標期間における県による過年度の総合評定の状況

H30 R1 R2 R3 R4

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ －

※評価区分

Ｓ：中期目標の達成に向けて特筆すべき実施状況にあり、目標を上回る

優れた成果が期待できる。

Ａ：中期目標の達成に向けて順調な業務進捗状況にあり、現行の努力を

継続することで、目標を十分に達成することができる。

Ｂ：中期目標の達成に向けておおむね順調な業務の進捗状況にあるが、
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一部で十分な成果が得られていないため、一層の努力が望まれる。

Ｃ：中期目標の達成のためにはやや遅れているため、目標を達成するた

めに相当の努力を要する。

Ｄ：中期目標の達成のためには重大な遅れがあることから、目標を達成

することが極めて困難である。

１１ 予算及び決算の概要

（単位：千円）

区分 予算額 決算額 増減理由

収入

営業収益 4,614,194 4,534,079

医業収益 2,939,551 2,734,127 ①

運営費負担金収益 943,196 968,371

その他営業収益 731,447 831,581 ②

営業外収益 51,516 67,199

運営費負担金収益 39,014 42,079

その他営業外収益 12,502 25,119 ③

資本収入 243,189 186,887

長期借入金 48,800 13,500 ④

運営費負担金 186,643 164,383 ⑤

その他資本収入 7,746 9,004

その他の収入 0 0

計 4,908,899 4,788,164

支出

営業費用 4,525,181 4,191,358

医業費用 4,251,378 3,934,952 ⑥

一般管理費 273,803 256,406

営業外費用 76,538 73,528

資本支出 428,198 386,942

建設改良費 92,683 51,465 ⑦

償還金 328,547 328,547

その他資本支出 6,968 6,930

その他の支出 0 0

計 5,029,917 4,651,829

※四捨五入の関係で計が一致しない場合があります。
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予算額と決算額の差の説明は次のとおりです。詳細については、決算報告

書をご覧ください。

① 患者数の減に伴い外来収益等が減少したことによるもの

② コロナ関連補助金が増加したことによるもの

③ 損害賠償金の増等によるもの

④ ⑦に伴い長期借入金を行わなかったことによるもの

⑤ ⑦に伴い運営費負担金収入が減少したことによるもの

⑥ 給与費及び材料費の減によるもの

⑦ 医療機器購入を行わなかったことによるもの

１２ 財務諸表の要約

それぞれの詳細につきましては、財務諸表をご覧ください。

（１）貸借対照表

（単位：千円）

資産の部 金額 負債の部 金額

固定資産 7,014,309 固定負債 5,719,377

有形固定資産 6,750,083 資産見返負債 390

無形固定資産 216,763 長期借入金 4,244,370

投資その他の資産

流動資産

47,463

2,967,210

移行前地方償還債務

退職給付引当金

48,340

1,426,277

現金及び預金 2,275,198 流動負債 1,111,100

医業未収金 618,386 返済予定長期借入金 272,079

未収金

たな卸資産

その他

36,432

19,685

17,510

移行前地方償還債務

医業未払金

未払金

59,598

42,219

414,793

賞与引当金

その他

149,316

173,095

負債合計 6,830,477

純資産の部

資本金 2,488,179

資本剰余金 5,641,788

繰越欠損金 ▲4,978,925

純資産合計 3,151,042

資産合計 9,981,519 負債純資産合計 9,981,519

※四捨五入の関係で計が一致しない場合があります。
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（２）行政コスト計算書

（単位：千円）

科目 金額

損益計算書上の費用 4,692,611

経常費用 4,691,896

臨時損失 716

その他行政コスト 0

行政コスト合計 4,692,611

※四捨五入の関係で計が一致しない場合があります。

（３）損益計算書

（単位：千円）

科目 金額

経常収益（Ａ） 4,443,292

営業収益 4,377,531

医業収益 2,719,534

運営費負担金収益 890,803

補助金等収益 762,834

その他営業収益 4,360

営業外収益 65,761

経常費用（Ｂ） 4,691,896

営業費用 4,496,980

医業費用 4,247,989

一般管理費 248,991

営業外費用 194,915

臨時利益（Ｃ） 494

臨時損失（Ｄ） 716

当期純利益(Ａ-Ｂ+Ｃ-Ｄ) ▲248,825

※四捨五入の関係で計が一致しない場合があります。

（４）純資産変動計算書

（単位：千円）

資本金 資本剰余金
利益剰余金

（繰越欠損金）
純資産合計

当期期首残高（Ａ） 2,488,179 5,467,608 ▲4,730,100 3,225,687
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当期変動額（Ｂ） 0 174,180 ▲248,825 ▲74,644

資本金 0 0 0 0

資本剰余金 0 174,180 0 174,180

当期純利益 0 0 ▲248,825 ▲248,825

当期末残高（Ａ+Ｂ） 2,488,179 5,641,788 ▲4,978,925 3,151,042

※四捨五入の関係で計が一致しない場合があります。

（５）キャッシュフロー計算書

（単位：千円）

科目 金額

業務活動によるキャッシュ・フロー（Ａ） 171,428

人件費支出 ▲2,838,495

材料購入支出 ▲426,186

その他業務支出 ▲861,741

医業収入 2,587,669

運営費負担金収入 932,882

補助金等収入 831,824

その他収入 17,033

利息の受払額 ▲71,559

投資活動によるキャッシュ・フロー（Ｂ） ▲52,517

固定資産取得に係る支出 ▲110,650

運営費負担金及び補助金収入 58,133

財務活動によるキャッシュ・フロー（Ｃ） ▲153,133

長期借入金等に係る収入・支出 ▲315,047

運営費負担金収入 161,914

資金増加額（又は減少額）(Ｄ=Ａ+Ｂ+Ｃ) ▲34,222

資金期首残高（Ｅ） 1,109,420

資金期末残高（Ｆ=Ｄ+Ｅ） 1,075,198

※四捨五入の関係で計が一致しない場合があります。

財務活動によるキャッシュ・フローにおける長期借入金等に係る収入・

支出には、移行前地方債償還債務が含まれています。

１３ 財政状態、運営状況及びキャッシュ・フローの状況の理事長による説明

（１）貸借対照表

【資産の部】
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固定資産は 70.1 億円となり、前年度と比較して 4.4 億円減少、流動資産

は 29.7 億円となり、0.7 億円増加しました。資産合計としては 99.8 億円と

なり、3.7 億円減少しました。資産が減少した主な要因は、減価償却累計額

の増に伴う有形固定資産の減少によるものです。

【負債の部】

固定負債は 57.2 億円となり、前年度と比較して 3.9 億円減少、流動負債

は 11.1 億円となり、0.9 億円増加しました。負債合計としては 68.3 億円と

なり、2.9 億円減少しました。負債が減少した主な要因は、長期借入金を行

わなかったことによるものです。

【純資産の部】

純資産の部としては、令和４年度の損失計上に伴い繰越欠損金が約 2.5

億円増加しました。

【参考】総資産の経年比較 （単位：百万円）

H29 H30 R1 R2 R3 R4

資本金 2,488 2,488 2,488 2,488 2,488 2,488

資本剰余金 4,708 4,871 5,009 5,254 5,468 5,642

繰越欠損金 ▲3,527 ▲4,129 ▲4,817 ▲4,654 ▲4,730 ▲4,979

※四捨五入の関係で計が一致しない場合があります。

（２）行政コスト計算書

令和４年度の行政コストは 46.9 億円となり、内訳としては損益計算書上

の費用となります。

（３）損益計算書

【経常収益】

経常収益については 44.4億円となり、前年度と比較して 2.7億円減少（▲

5.8％）しました。これは、入院収益は増加したものの、患者数の減に伴い

外来収益が減少したこと、運営費負担金収益及び新型コロナウイルス感染

症に係る補助金等収益が減少したこと等によるものです。

【経常費用】

経常費用については 46.9億円となり、前年度と比較して 0.8億円減少（▲

1.7％）しました。これは、医療総合情報システム更新等に伴い減価償却費

が 0.6 億円、燃料単価の上昇に伴い光熱水費等の経費が 0.6 億円増加等し
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たものの、職員数の減に伴い給与費が 1.6 億円減少、医業収益の減に伴い

材料費が 0.6 億円減少したこと等によるものです。

【当期総損益】

その結果、当期総損益については、2.5 億円の赤字となり、前年度と比較

して 1.7 億円減少しました。（前年度は 0.8 億円の赤字）

また、経常収支比率については 94.7％と悪化（▲4.1 ポイント）し、医

業収支比率についても 97.3％と悪化（▲4.2 ポイント）しました。

【参考】事業損益の経年比較 （単位：百万円）

区分 H29 H30 R1 R2 R3 R4

経常収益 4,338 4,441 4,218 4,746 4,717 4,443

経常費用 4,839 4,897 4,906 4,581 4,774 4,692

経常利益 ▲502 ▲456 ▲688 165 ▲57 ▲249

当期総損益 ▲502 ▲602 ▲688 163 ▲76 ▲249

※四捨五入の関係で計が一致しない場合があります。

【参考】セグメント事業損益の経年比較 （単位：百万円）

区分 H29 H30 R1 R2 R3 R4

診療事業 ▲95 ▲60 ▲302 534 291 134

研究研修事業 ▲5 ▲7 ▲3 3 ▲1 ▲6

法人共通 ▲401 ▲534 ▲382 ▲374 ▲367 ▲377

計 ▲502 ▲602 ▲688 163 ▲76 ▲249

※診療事業に係る損益として、医業収益、運営費負担金収益（医業に係る

もの）から医業費用（研究研修費を除く。）を差し引いたものを計上して

います。

研究研修事業に係る損益として、運営費負担金収益（研究研修に係るも

の）から研究研修費を差し引いたものを計上しています。

法人共通には、上記に分類できないものとして、事務局人件費、支払利

息等を計上しています。

なお、新型コロナ関連補助金については診療事業に計上しています。

（４）純資産変動計算書

当事業年度の純資産は、期首残高が 32.3 億円であり、資本剰余金が 1.7

億円増加、繰越欠損金が 2.5 億円減少した結果、31.5 億円となりました。
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なお、期首時点における純資産 32.3 億円の内訳は、設立団体出資金が

24.9 億円、資本剰余金が 54,7 億円、繰越欠損金が▲47.3 億円となってお

ります。

（５）キャッシュ・フロー計算書

【業務活動によるキャッシュ・フロー】

業務活動については 1.7 億円の収入超過となり、前年度と比較して 2.9

億円の収入減となります。これは、人件費支出及び材料購入等による支出

が 1.0 億円減少したものの、医業収入、運営費負担金収入及び補助金等収

入が 4.0 億円減少したこと等によるものです。

【投資活動によるキャッシュ・フロー】

投資活動については 0.5 億円の支出超過となり、前年度と比較して 4.1

億円の支出減となります。これは、令和３年度に実施した電子カルテシス

テム更新に伴う無形固定資産の取得が無かったこと等によるものです。

【財務活動によるキャッシュ・フロー】

財務活動については 1.5 億円の支出超過となり、前年度と比較して 4.2

億円の支出減となっております。これは、長期借入金の返済額が 0.6 億円

増加したものの、新たな長期借入金額が少なかったこと等により収入が 3.7

億円減少したことによるものです。

その結果、資金の期末残高は 10.8 億円となり、前年度と比較して 0.3 億

円減少しました。

キャッシュ・フロー計算書の経年比較 （単位：百万円）

区分 H29 H30 R1 R2 R3 R4

業務活動によるキャッシュ・フロー 104 ▲136 ▲213 345 464 171

投資活動によるキャッシュ・フロー ▲259 116 287 252 ▲466 ▲53

財務活動によるキャッシュ・フロー ▲51 ▲63 ▲112 ▲127 272 ▲153

資金増加額 ▲206 ▲83 ▲38 470 269 ▲34

資金期首残高 697 491 408 370 840 1,109

資金期末残高 491 408 370 840 1,109 1,075

※四捨五入の関係で計が一致しない場合があります。
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１４ 内部統制の運用状況

内部統制の主な実施状況は、次のとおりです。

（１）内部統制の推進（業務方法書第 4 条、8 条、14 条）

岐阜県立下呂温泉病院は、役職員（監事を除く。）の職務の執行が、地

方独立行政法人法又は他の法令に適合することを確保するための体制、そ

の他業務の適正を確保するための体制の整備等を目的として、令和５年度

からの内部統制基本方針の制定に向けて、法人内での情報共有、理事長の

法人運営方針及び指示の徹底等、内部統制システムの準備を進めました。

（令和５年４月１日制定）

また、併せて、通報者の保護を図るとともに、通報の受付・調査等必要

な対応を実施することにより、通報制度を適切に運用するために、令和５

年度からの「岐阜県立下呂温泉病院公益通報に関する規程」の制定に向け

た検討を進めました。（令和５年４月１日制定）

さらに、新型コロナウイルス感染症対応においては、理事長をトップと

する「新型コロナウイルス感染症対策会議」において、運用・対応方針を

決定するとともに、関係部署に情報共有・対応を指示し、新型コロナウイ

ルス感染症入院患者の受入れ及び対策等に積極的に関わりました。

（２）監事監査・内部監査（業務方法書第 12 条、13 条）

監事は、法人の適正かつ効率的な業務運営に資するとともに、法人の会

計経理の適正を確保することを目的として監査を行います。

監査の結果に基づき、必要と認めるときは、理事長又は知事に意見を提

出するなど、適切な措置を講じ、役員に法令違反等の事実があると認める

ときは、遅滞なく、理事長に報告するとともに知事に報告することができ

ます。

また、法人の業務の適正かつ能率的な執行を図るとともに、会計処理の

適正を期することを目的として、内部監査規程を設けて定期監査及び必要

に応じた臨時監査を実施し、監査終了後、遅滞なく内部監査結果報告書を

作成して理事長に報告することとしています。

令和４年度は、監事監査については隔月ごとに実施し、内部監査につい

ては１２月に総務課管理担当及び経営企画課に対して定期監査を実施しま

した。

（３）入札及び契約に関する事項（業務方法書第 15 条）

一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の実施に関する事項の審査及
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び適正な契約事務の執行を図るため、「契約審査会」を設置しております。

令和４年度においては、契約審査会を４月及び１１月から３月までに計

１５回開催し、随意契約の可否や競争入札における業者選定の審査等を行

いました。

（４）予算の適正な配分（業務方法書第 16 条）

医業収益及び運営費負担金等を原資とする予算の配分が適正に実施され

ることを確保するための体制整備及び評価結果を、法人内部の予算配分時

に活用する仕組みとして、前年度末の理事会において、翌年度期首時点の

予算額を決定しています。

また、期中においても、必要に応じ、理事会において予算執行状況を踏

まえた予算額の補正を行っています。

１５ 法人に関する基礎的な情報

（１）法人名称

地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院

（２）所在地

岐阜県下呂市森２２１１

（３）設立等

ア 設立年月日 平成２２年４月１日

イ 設立根拠法 地方独立行政法人法

ウ 設立団体の長 岐阜県知事

エ 沿革

昭和２８年７月１日 岐阜県立下呂病院 開設

昭和３５年５月４日 名称変更「岐阜県立下呂温泉病院」

平成２６年５月１日 下呂市森へ新築移転
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（４）組織図

（５）主要な財務データの経年比較

収支状況等 （単位：百万円）

区分 H29 H30 R1 R2 R3 R4

経常収益 4,338 4,441 4,218 4,746 4,717 4,443

経常費用 4,839 4,897 4,906 4,581 4,774 4,692

経常利益(又は(▲)損失) ▲502 ▲456 ▲688 165 ▲57 ▲249

資産 11,433 10,770 9,956 10,106 10,350 9,982

負債 7,764 7,539 7,276 7,018 7,125 6,830

利益剰余金(又は(▲)繰越欠損金) 3,670 3,230 2,680 3,088 3,226 3,151

業務活動によるキャッシュフロー 104 ▲136 ▲213 345 464 171

投資活動によるキャッシュフロー ▲259 116 287 252 ▲466 ▲53

財務活動によるキャッシュフロー ▲51 ▲63 ▲112 ▲127 272 ▲153

資金期末残高 491 408 370 840 1,109 1,075

※四捨五入の関係で計が一致しない場合があります。

経営指標

指 標 H29 H30 R1 R2 R3 R4

入院延患者数（人） 61,098 57,711 52,959 49,268 42,425 41,561

一日平均入院患者数（人） 167.4 158.1 144.7 135.0 116.2 113.9

入院診療単価（円） 37,245 38,742 37,816 38,951 39,785 41,635

病床利用率（％） 81.3 76.8 70.2 65.5 56.4 55.3
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外来延患者数（人） 85,636 87,590 83,519 74,858 73,653 62,482

一日平均外来患者数（人） 351.0 359.0 348.0 308.1 304.4 257.1

外来診療単価（円） 11,617 11,738 12,002 12,120 12,523 13,541

経常収支比率（％） 89.6 90.7 86.0 103.6 98.8 94.7

医業収支比率（％） 93.2 93.4 88.2 106.8 101.5 97.3

修正医業収支比率（％） 78.3 77.3 70.8 71.9 63.7 64.0

人件費比率（％） 80.6 83.4 94.5 93.9 106.9 103.3

材料費比率（％） 16.7 16.6 16.4 15.5 16.3 14.4

経費比率（％） 22.2 22.2 25.1 25.4 27.2 30.0

※経常収支比率＝経常収益／経常費用

医業収支比率＝営業収益／営業費用

人件費率＝給与費（医業費用＋一般管理費）／医業収益

修正医業収支比率＝医業収益／医業費用

材料費率＝材料費／医業収益

経費比率＝経費（医業費用＋一般管理費）／医業収益

（人） （％）

（人） （円）
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（６）翌事業年度（令和５年度）における予算、収支計画及び資金計画

【予算】 （単位：百万円）

収入 金額 支出 金額

営業収益 4,187 営業費用 4,495

営業外収益 52 医業費用 4,226

資本収入 269 一般管理費 269

営業外費用 68

資本支出 475

計 4,509 計 5,038

※新型コロナウイルス感染症にかかる補助金収益は見込んでいません。

※四捨五入の関係で計が一致しない場合があります。

【収支計画】 （単位：百万円）

区分 金額

収益の部 4,225

営業収益 4,174

医業収益 3,210

運営費負担金収益 915

その他営業収益 48

営業外収益 52

臨時利益 0

費用の部 5,090

営業費用 4,905

医業費用 4,634

一般管理費 271

営業外費用 185

臨時損失 0

総利益 ▲865

目的積立金取崩額 0

純利益 ▲865

※新型コロナウイルス感染症にかかる補助金収益は見込んでいません。

※四捨五入の関係で計が一致しない場合があります。
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【資金計画】 （単位：百万円）

区分 金額

資金収入 6,649

業務活動による収入 4,239

診療事業による収入 3,223

運営費負担金による収入 954

その他の業務活動による収入 62

投資活動による収入 51

運営費負担金による収入 42

その他の投資活動による収入 9

財務活動による収入 215

長期借入による収入 47

その他の財務活動による収入 167

前年度からの繰越金 2,144

資金支出 6,649

業務活動による支出 4,563

投資活動による支出 146

財務活動による支出 329

翌事業年度への繰越金 1,611

※新型コロナウイルス感染症にかかる補助金収益は見込んでいません。

※四捨五入の関係で計が一致しない場合があります。

１６ 参考情報

（１）要約した財務諸表の科目の説明

ア 貸借対照表

貸借対照表とは、「ある時点における財産の状態を表すもの」であり、

「病院が事業資金をどのように集めて、どのような形で保有しているか

を表すもの」です。

・流動資産

現金及び預金 ：現金、預金

医業未収金 ：医業において発生した未収金

未収金 ：医業以外において発生した未収金

たな卸資産 ：医薬品、診療材料、給食材料 等

その他 ：前払金、前払費用 等

・固定資産
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有形固定資産 ：土地、建物、医療用機器等

無形固定資産 ：ソフトウェア、電話加入権等

投資その他の資産 ：長期貸付金等

・流動負債

返済予定長期借入金 ：独法化後の借入金のうち、翌年度に返済

する借入金

移行前地方償還債務 ：独法化前の借入金のうち、翌年度に返済

する借入金

医業未払金 ：医業にかかる未払金

未払金 ：医業以外にかかる未払金

賞与引当金 ：支給対象期間に基づき定期に支給する職

員賞与に対する引当金

その他 ：未払費用、預り金、前受金 等

・固定負債

長期借入金 ：県からの借入金残高

引当金 ：将来支払われる退職給付に備えて設定さ

れる引当金

・純資産

資本金 ：県からの出資金

資本剰余金 ：業務に関連して発生した資本剰余金の累

計額

繰越欠損金 ：業務に関連して発生した欠損金の累計額

イ 行政コスト計算書

行政コスト計算書とは、「業務運営に関して住民等の負担に帰せられ

るコストを集約したもの」であり、損益計算書上の費用と自己収入等と

の差が住民等が負担するコストです。

・損益計算書上の費用：損益計算書における経常費用及び臨時損失

・その他行政コスト ：出資団体等から交付された補助金等を財源と

して取得した資産の減少に対応する、実質的

な会計上の財産的基礎の減少程度を表すもの

・行政コスト ：業務運営に関して住民の負担に帰せられるコ

ストの算定基礎を示す指標
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ウ 損益計算書

損益計算書とは、「期間ごとの経営成績（もうけ具合）を表すもの」

であり、収益と費用の項目から構成されています。収益総額から費用総

額を引いたものが「当期純利益（当期純損失）」です。

・営業収益

医業収益 ：医業（入院・外来診療等）にかかる収益、

健診にかかる収益 等

運営費負担金収益 ：その性質上、法人の事業の経営に伴う収入

をもって充てることが適当でない経費を設

立団体が負担する収益

その他営業収益 ：補助金収益、委託を受けて行う診療にかか

る収益 等

・営業外収益

寄付金収益、受取利息 等

・営業費用

医業費用 ：医業（入院・外来診療等）にかかる給与費、

材料費、経費、減価償却費 等

一般管理費 ：事務局にかかる給与費、経費、減価償却費

等

・営業外費用

支払利息、雑費 等

・臨時損益

経常的な経営活動の中では見込まれない原因によって発生した臨

時的な利益又は損失

エ 純資産変動計算書

純資産変動計算書とは、貸借対照表の「純資産の部」が会計年度中ど

のような動きをしたかを表す計算書です。

・当期末残高：貸借対照表の純資産の部に記載されている残高

オ キャッシュフロー計算書

キャッシュ・フロー計算書とは、「期間ごとの現金や預金などのお金

の流れで病院の実態を表すもの」であり、業務活動・投資活動・財務活

動の３要素で構成されています。

業務活動は、診療や材料仕入れなど本業に関わる活動を、投資活動は、
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建物や器械などの固定資産の購入・売却及び定期性預金の設定・解約な

どの活動を、財務活動は借入による資金調達・返済の活動のことを言い

ます。

・業務活動によるキャッシュフロー

医業に係る収入及び支出 等

・投資活動によるキャッシュフロー

固定資産の取得による支出、定期預金の預け入れに伴う支出、戻

入に伴う収入 等

・財務活動によるキャッシュフロー

長期借入金の借入による収入及び返済に係る支出 等

（２）その他公表資料との関係の説明

事業報告書に関する報告書等として、以下の報告書等を作成しています。

・ホームページ

・第３期中期目標、中期計画、令和４年度年度計画

・業務方法書

・業務実績報告書

・財務諸表


